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令 
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和6年分確定申告に係る申告・納付の期限 

※振替納税の利用申込みをされた方のみ 

所得税及び復興特別所得税 令和7年3月11日（月）まで 

贈与税 令和7年3月11日（月）まで 

令和7年4月23日（水） 

消費税及び地方消費税 0- 4, -7 . つロ。ln ノ口、十プ＝ 
つ，u I 」十ロ”J －「コ 、Jd ノ ョこ し 

（個人事業者） 
令和7年4月30日（水） 

スマホでサクソと,書I
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スマホ等からマイナンバーカードでe-Taxを利用すれば、ご自宅で申告書等の作成・送信が可能です。 

申告書等の作成に困ったときは、動画でみる確定申告やチャットボット「ふたば」をご利用ください。 
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A 収受日付印の押なつについてA 
-r ～書等■ 

令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません。 控－え I 

申告書等を書面で提出する際には、申告書等の正本（提出用）のみを業務センターへ提出していただ 

きますよう、お願いします。 ※還付申告については、令和7年2月14日（金）以前でも提出できます 

x 

《申告書等の送付先》 
t 540-8542 
大阪府大阪市中央区大手前lT目5番44号 大阪合同庁舎第1号館 大阪国税局業務センター大手前分室 宛－ 

~東住吉税務署で申告書等の作成・ネ目談を希望されている方へ~ 
（令和6年分 確定申告会場のご案内） 

会場開設期間・令和7年2月17日（月）から 令和7年a月17日（月）まで（土・日・祝日を除く） 

（令和6年分の申告相談は、2月11月（月）から開設の確定申告会場をご利用ください。） 

相談受付時間：8時30分から16時まで（早めに相談受付を終了する場合があります。） 

相談開始時間：9時15分から 

※会場では原則、マイナンバーカードとスマホを使って確定申告書を作成・送信します 

来場の際には、裏面「①必要なもの」を持参の上、 「②アプリのインストール」を事前にお済ませ 

ください 
※確定申告会場への入場には、 「入場整理券」が必要です（L I NEからも入場整理券の事前発行ができます） 

入場整理券は確定申告会場で当日配付しますが、配付状況に応じて、後日の来場を 庁LINE 公式アカウント 

お願いする場合があります ~ 回,；喜露回 

※税務署には、駐車場がなく、臨時駐車場もありません 

周辺は駐車禁止区域となっていますので、自動車でのご来場はご遠慮ください 韃
 お問合せ 

国税に関する質問・相談については、国税相談専用ダイヤルへお問い合わせください。 

S0570-OO-5901 （全国一律料金）受付時間・平日$ 30 -'ll 00（祝日．年末年始除 
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①必要なもの

マイナンバーカードを利用した 

自宅等e一Taxの事前準備 

ロ マイナンバーカード読取対応のスマホ 

ロ マイナンバーカード 

ー マイナンバーカードのハスワード2種類 

二 署名用パスワード（英数字6~16文字） 
コ 利用者証明用バスワード（数字4桁） 

/ 

必ず下の！も 

ご確認ください 

ロ （お持ちの万のみ）利用者識別番号及びそのパスワード 
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確定申告書の作成・送信 

国税庁HP「確定申告書 

等作成コーナー」から 
マイナンバーカードを 
使ってe - Ta×申告 
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確定申告書等作成 

コーナーはこちら 
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②ァプリのインストール 

、― 

マイナポータルアプリのインストール 

③マイナポータル連携 
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連携して簡単自動入力I 

・給与所得の源泉徴収票 

・公的年金等の源泉徴収票・医療費 

・寄附金（ふるさと納税） 

etc・‘・ 

※手統後、連携するまで日数を要する場合があります 
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/―度設定すれば 

げ警留設足は 
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◆署名用ハスワート（英数字6 '16文字） 

・5回間違えると口ツクされます , 

・15歳未満の方には、原則発行されて 

いません 

◆利用者言iB羽用バスワード（数字4桁） 

.3 回間違えるとロックされます ， 
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，云ナンバーカードの電子証明書の失効ゃ有効期限切れにご注意くださいI × 
； ※ ．. （氏名、生年月日、性別、住所）の記i七か された場合は、署名用 

電子証明書が失効している場合があります 

※電子証明書の有効期限は 

パスワード確認方I ー 

Iマイナンバーカードを 
I作成した際の「 

F 。じ 」などで確認 

、発行日から5回目の誕生日までです 

「個人番号カード・電子証明書 

設定暗証番号記戴票」 
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①署名用電子証明書 

暗証番号 

②利用者証明用電子 
証明書暗証番号 

Iあいまいな場合 

JPKI利用者ソフトアプリを使って 
パスワードを確認 

JPKI利用者ソフトアプリ , 讐

署名用パスワード（英数宇6-16文宇）が分からない・ 
ロックされている 

コンビニ等で初期化 

’・署名用電子証明善が失効等している場合、住民票のある市区町村の 
窓口で再設定を行う必要があります 

パスワードの初期化 
の詳細は 
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キオスク端末等が設置 
されているコンビ二等 
のー覧はこらら 
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利用者証明用パスワード（数字4桁）が分からない・ 
ロツクされている、電子証明書が失効等している 

住民票のある市区町村の窓口で再設定 

※初期化や再設足をした場合、使用は翌日以降となる場合があります 

※失効した状臓で送信した申告書は無効となるので、ご注意＜ださい 

※ー部のイオンに設置されているキオスク端末では、署名用パスワード 
が分かる場合、利用者証明用パスワードの初期化が可能です 

※ご利用には別途通信料が掛かります 


